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EUガバナンスの研究と言説構成論の試み
　　　　　G6冊m刎ce㎜dDf8c㎝rse加Eσ8血d王es

　　　　　　　　　　　臼井陽一郎＃

序文

　本稿では、ガバナンス（goΨemm㏄）を主題としたEU研究の方向について検討す乱一政策分野のガバナン

スのあり方から、欧州統合の意味とEU政体の様相を問う研究の視座と方法を探るのが、その目的であ㌫

　こうした関心ρ一端は、EU政治研究のありようにあるヨEUの研究は、すでに一大産業と化した感を禁じえ

ない。EU学術専門誌ぽ質量ともに充実著しい1。国際関係論および比較政治論のいわば老鋪の国際学術樺誌！で

も、EUをテーマとする論文はすでに長きにわたって常連の地位を占めてきた。加えて、EU官僚やEUビジネス

の担い手を養成する大学院教育も、1…U資金によるジャン・モネ・チェアやジャン・モネCOEの制度にも促さ

れ、欧州各地でまさに繁茂するごとく成長を遂げている。しかし、這Uの政治研究とはいったい何であろうか。

　現在のEU政治研究隆盛の背景には、EUの制度進化や加盟国拡大がある。これは9ヨ年のEU発足後、すでに1O

年を越えて続いてきた。それにともない、かつて国際関係論中心であった共同体政治研究は、理論枠組の深化

と研究分野の拡大を着実に遂げていった。この動きを受けて、これまでの研究を総括し、理論枠組の補完・対

抗関係を蛙理し直す試みも見られる（Di巴Hnd　Wie皿e正2004；Ci皿i㎜d　Bo皿皿e2006〕。．EU政治研究の全体像をイ

メージして、その意義と目的を再確認する必要が意識されているのである（日本でのEU研究の総括と批判的

反省ついては、遠藤2005がある）。

　本稿は、欧州統合、EU政体、そして個別問題領域のガバナンスそれぞれの研究の間に、乖離の傾向が見ら

れることに着・目する。統合（inte駅ti㎝）、政体（polity）、ガバナンス（govem㎜㏄）は、EUなる社会構成体の、

分離不能な三側面であろう。その結びつきをあらためて意識する事例研究の方途を、探ってみたいのであ㌫

その手がかりとして、言説稲成論（乱di呂㎝丁昌iv巴㎝n畠血u舳1；m）を取り上げる。これにより、個別問題領域のガ

バナンスに認識の照準を合わせながらも、統合研究と政体研究を関運づける接近法を検討していく。

　提案したい方法は、端的にいりて次のようになる。まず個別分野のガバナンスで支配的な規範言説と．政策言

説を特定する。また欧州統合の言説およびEU政体の言説について、それぞれ対抗関係もしくは覇権的な言説．

’を追う。その上で、個別分野のガバナンスの規範と政策の言説が、統合および政体の言説にとっていかなる含

意をもつか、これを検討するのである。

　その際、言説の媒体は、公式の政策文書およびやわらかい法（冒oft1且w）も含めた法文書に限定する。制度

上の実務を通じて日々生み出される公式文書、これに照準を絞り、その意味解釈を通じて・個別問題領域の規

範や政策の言説と、統合や政体の言説の関係を把握するのであ乱

　このような接近法のねらいのひとつは、実態とは別の次元をあらためて意識Lておくこと岳こある。EUの実

態の一端を、公式文書の要約的翻訳により把握できるかのような、ナイーブな方法上の意識を払拭するのであ

る。

　ただし公式文書は、これを言説の媒体のひとつだと想定する。いわば、研究の出発点となる存在論上の了解

である。いらたんは言説の次元に射程を限定し、あくまで言説を解釈しているのだと了解しておくことは、文

書分析に多くを依存する機構研尭特宥の実情把握の困難さへ真塾に向き合うこ．とにもなろ㌔

　もちろん、公式文書の表現に、生の権力政治が剥き出しに現れることはない。けれども、社会構成論（宙

1たとえばJou血且1of　Com皿o皿M酊止乱S血di胡．Comm㎜M皿k刮L州R昌｝i昔冊，］o皿r㎜1of肋岬由n　Pub1i［Po1io｝，Euio岬皿L乱w］o㎜阯な

どをあげられる。

1代表的なものとして1皿蛇m帥io㎜l　O岨帥i舳tio血やWe副Eum岬n　pplitio害がある。

‡US皿，Yoidlim［情報文化学科］’
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目㏄i刮1oon蛆oとtM；m）の想定にしたがう場合、そこに有意義な研究課題を設定できる。日々の実務に具体化さ

れる制度運用が1現実の政治に文脈を与え、枠を嵌め、ひい．ては統合の意味や政体の表象を（再）構成するこ

とで・各国政府や社会団体の選好形成を制約していく・その過程を把握するという課題である。こうし本探近

法により、統合の意味の再検討を必要とする状況を示唆してみたい。

　それは端的にいって、個別分野でガバナンスを定立する政策と規範の言説が、欧州統合の進展とEU政体の

形成に、意味上の姐蠕を引き起こす形で展開してきた状況である。EUのガバナンスが二連邦国家に類似した

政体の形成とい．う構図にそぐわない形で構成されてきたこと、これを強調するのである。

　こうした考察を先ド進めるには、さまざまな個別間題領域で同様の手法を用い、比較していくことが求めら

れる。また統合芦説や政体言説の類型把握1干、研究者の窓意が忍び込まないか、どの程度取り除けるか、そも

そも排除不能か、だとす柞ばどのような留保が必要か、慎重で突き詰めた認識論の検討があらためて必要にな

糺本稿では論じ尽くせないが、少なくと・もその端緒は準備しておきたい。

1．ガバナンス研究

　Euの研究は・個別問題領域の現状分析を大量に生産してきた。第二（CPSP）、第三の柱（PJCC）の展開は、

この傾向に拍車をかけていっれただし・こうした現状分析もしくは政策文書牙析は・．「無」理論的な動向紹

介のきらいなしとはいえない。政策や制度改変の動向分析に費やされてきた多くの1≡U研究論孜は、政策研究

のEU版であって、’そこに「統合」もしくはEU「政体」研究の要素は希薄である。

　統合や政体を認識目．的にした研究は、無数のEU動向分析全体から見ると、実は少数の例外だといえよう

（日本での貴重な例外として、網谷2002．2003、小川2003．2004、庄司2005、申村健吾2005、中村民雄2005、

平島2005㌧政策決定過程や政策文書の分析が分野横断政策研究と強弁されることがあっても、実際にはそれ

は「無」分野的（皿on－di筥oip1im町）な動向紹介に柊始する場合が少なくない。この点、B㎝m巳とCi皿iの言を引

いておきたい。

　　　「初期の研究選好は政策決定の事例研究にあった。表面的には政治学であったが、決して（政治学の）

　　　分析手法や理論が明示されることはなかった。こうした初期の事例研究は、EU研究に政治学以外の専

　　　門分野が入りにくいという批判を引き起こしていった。それはたしかに情報量豊かで興味深い。けれど

　　　も・記述ばかりで無理論的．な傾向が強かった。・多くの場合、いかなる専門分野の遇去の業績と．も引き離

　　　されている・ようにさえ見えむいくつかの事例研究は「古い」制度主義に分類されたが・いかなる理論一

　　　的なものも明示されないため、事例研究に従事する研究者たちは自らの仕事を、分野横断的だと表現す

　　　る自由があっむが・実際にこの種の研究をいっそう正確に描写すれば、それは「非分野的（mn－
　　　di畠oi旧1i皿岬）」であっ’たとさえいえるだろう。」（Boume㎜dCi皿i2006：6）

　新機能論（neo－f㎜cti㎝且1i畠m）と政府間協力論（int日Igovemm㎝曲1i昌m）の問に対抗関係を築いてきた国際関

係論の統合研究は、大量の無分野的・無理論的な事例研究の蓄積の中では、実は孤高の例外であったといえる

かもしれない。一時の低迷の後も、君7年の単一欧州議定書を契機に、再び統合研究の主要課題として受け止め

られていった。

　しかし、そこにも変化が生じてきたようだ。国際関係論の統合研究からガバナンス研究へ転回する傾向、こ

れがたしかに目立っていったのである。たとえばKoh1趾一K㏄hとRittbergeTは、JCMSの年次報告号（丑m皿旦1

Ieview）で、1ヨU研究のガバナンス研究への転回（the　Gov巳mmoe　Tum）を跡づけ七いる（Koh1肝．Koc向加d

R廿t出eT脚2006）。この転回は、これまで積み上げられてきた政策事例研究に、概念と方向を与えていくことに

なった。

　ガバナンスの概念は多様で、研究課選の具体化にあたってその都度あらためて定義する必要さえある。しか

し・研究者聞の対話を不可能にするほどの乖離もない。政治学系の研究では、ある程度の収鮫さえ見られる

（KohI酊一Kooh　md　Ritt出erge正2006＝2呂一9〕。その基本の意味は、Koh1eT－K㏄hの定義がよく示している。ガバナン

スは．次のように理解される。

　　　「目標を社会に明示申に設定し・その実現へ向けて行動するよう誘因や制裁を与え、実現の状況を韓視
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　　　し、求められる行動の遵守を管理する、これら一連の継続的な政治過程」（Koh1巳エーKoch200516）。

ここで問題提起されているのは政府組織の相対化であり、その非在の状況ですら、このような過程が成立する

理論上の可能性および実際の成功（失敗）例である。

　こうしたガバナンス研究には、二つの次元が見られる。ひとつは政策形成・・施行様式の特徴の把握であ㌫

国際社会における政府なき統治（Ro；㎝且u1992〕、国内社会における社会団体の連携、政府組織が媒介役に徹

した非階層．の政策決定、社会団体も参加した国際規制枠組の形成などが研究課題とされた（日本ではAmiya

2004や中村健吾2005など〕。そこには萌芽的ながら、国際関係論と比較政治論め仕切りが取り払われる傾向さ

え見て取れる。

　もう一つは、ガバナンスの概念を規範上の参照枠として設定する場合である。優良統治（good　gov巳m㎜oe）

なる旗印のもと、透明性、説明責任、法遵守・法の支配、自由市場競争、社会団体の参加促進などが評価項目

とされていった。これもまた、国際関係論と比較政治論双方の研究で盛んに論じられ、世銀やOECDの政策提

言もあらて、まさにガバナンスの語を流行語にしていった。その背景には、冷戦構造崩壊によるイデオロギー

’闘争の終焉を想定できよう（KohleトKooh皿dRittbeエge＝2006＝30）。

　EUのガバナンス研究は、古典的な統合研究を方向転換する役目を担っていった。EU政府の構築による連邦

形成を終点と想定する統合の進展（および後退）から、EUの特殊なガバナンスのあり方へ研究の力点を移

したのである（乃批、32）。EUの制度に媒介された地方政府や社会団体の越境連携が、欧州空問の構築に帰結

する（不）可能性が問われ（日本では網谷2003や中村健吾2005など）、脱領域的で多次元多層の参加を通じた

相互学習や問題解決能力の向上（および減退）が、研究の主題とされていった。欧州委員会による新しいガバ

ナンス様式（newmode冒ofgov巳mm㏄l　NMG；）の提示も、こうLた研究関心を助長・していった（U；ui2006山

　また他方で、加盟国カ相Uの政策形成をどう受け入れているか、不適合の事例はないか、特定の加盟国の政

策の流儀がEUに移植されていった事例はどうかといった、EUと加盟国間の相互作用も、多くの関心を集めて

い；た（日本では網谷2006など〕。このような研究方向は、多次元多層のガバナンス（mu1ti－le唄govemmoe：’．

MLG）や欧州化（E咀mpemi冊ti㎝）という旗印の下（HooghemdM酊k畠2001；J且oht㎝fuoh冨2001；R旦d肥11i2006）・

単なる流行からいまや定着の段階にいたり、政策運携（polioynetwoエk）論との接合も試みられている

（W肛1ei壇h2006：88－90；of．Bdzel1997）。

　ガバナンス研究は大づかみにいって、EU政治研究の第三の柱と位置づけることも可能だ。第一が国際関係

論で、EUを基本的には国家間関係として理解し、加盟国の主権放棄・維持の条件を探る。第二が比較政治論

で、国内政治体制に類似した政治組織や追程をEUに見出し、既存の連邦国家との比較も試みられる。これに

加えた第三の柱が一ガバナンス研究である。個別問題領域の政策動向分析を広く包摂することが可能で・大き

くは公共政策論の範騰に入れられよう。．

　しかし、EUを特異な政体と特徴づけるその研究方針（J且oht㎝fuch；2001．2002）は、EUガバナンスの研究に

独特の性格を与えていった。それは二つの照準をもつ（Koh1巴I－Kooh　md　RittbeTger2006：33〕二ひとつが政策

（polio｝〕、もう一つが政体（poli町）であ乱前者は・政策形成・施行の様式や政策転換を主題にした研究であ

り、1ヨUの政策形成だけでなく、加盟国の施行段階も含めた政策過程が問題にされる。後者は、個別の政策の

土台となる基本のEU制度の構築に関心を寄せる研究で、EU全体の立憲化過程も射程に入る・

　両者は本来異なる研究対象であるが、ガバナンスの概念はこれを総合すると羊張される（J田cht㎝fuoh；且nd

Koh1酊一K㏄h2004＝99－lOO）。この立場を突き’詰めれば、国際関係論と比較政治論を分け隔てる意昧はなくなる。

主権国家聞の統合という事態が、同時に政体内の政策形成として見られるので李る。そのため、統合研究から

ガバナンス研究へ転回する傾向は、両者の研究課題の収束も意味する。実際、ガバナンス研究の多くを生み出

　し’てきた大規模な国際研究事業ヨは、国際関係論と比較政治論あ研究者をつないでいく役割も果たしていらた

　（Kol11巴I－Kooh　md　Rittberg酊2006：32－3）o

　ただしこうLた研究の展開にあっては、’ある種の重要な政治（po1itio畠）が射程から外される。加盟国や越境

ヨたとえぱ、ドイツ拠点のMZ冊（1”‘一2002〕、イギリス拠点の日SRC　E皿；p田n　Re昌昔趾oh　Pm呂冊皿皿自（1999－200ヨ）、ノルウェー拠点の

＾祀m｛1994一〕などがある。
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社会団体によるEU政策の受容や施行、およびその土台となるEU制度の進化に研究ρ照準が合わされるとき、

リアリスト的な問題意識や体制闘争への視野・支配・被支配．関係への問題意識、党派集団の戦略、これらの検

討が見られないのである（ただし党派集団の戦略については、日本では小川2005の研究がある）。ガバナンス

概念の流行が、冷戦構造の崩壊を背景とすることの反映であろう；

　EUガバナンス論には、三つの基本概念がある。ひとつが多次元多層のガバナンス（Multi－1eve1Govem㎜oe：

MLG）であ糺MLGは、国家中心のガバナンスに対する対抗概念として考案された。HoogheとM丑τk呂は次の

ように想定する。

　　　「欧州統合は政体創出過程であり、政治の権威と政策形成への影響力は地方・国家・超国家の多次元で

　　　分宥されるようになる。」（Hoo筥he㎜d　M肛k昌2001＝2）

MLGはこの基本の想定にしたがい・国家申心の思考法にチャレンジする概念として流通していった。C即or珊o

は、この概念に近代後の次世代型国家構造（副po；t－modem畠t且帖）の含意を見いだし、ウエストフ7リア型国家

構造との本質的な差異を強調する（C割po咀畠o1996L同様の方向性で、C的；冒㏄hoo皿は次のように指摘する。

　　　「MLGの研究者（th巳ori冒t）は、一方で、EUがウエストファリア型国家構成を超克する政体を構成し、

　　　伝統的な国家を越えた政治空間、市民領域、公共圏の拡張をなすガバナンス構造がそこに見られるとす

　　　る。それゆえMLGの研究は、進化途上のEU秩序にとりくみながら、主権国家の権威や国家行政府に存

　　　すると想定された中心性に挑戦しているのである。」（C㎞y畠昌oohoou200I1111）

またH且Idi㎎は法学研究の立場から、MLGが「ウエストファリア的恩考方法」を解体する意義を見い出し、

「あらたに生成してきた欧州秩序の意義」を評価して、次のように指摘する。

　　　「法学者が把握すべき中心的な事実は、欧州の法のあり方（the　E皿o岬㎜1巳騨11㎜d冒o叩巴）がますます国

　　　家を越えまた超えているものの、同時にこれが欧州運邦構造もしくは巨大な欧州国家（且畠叩已正畠t且t已）に

　　　方向づけられた転換を含意しないということであ糺それどころか、そこに見られる動態には、遠心・

　　　分離の方向性（centri缶g且1）すら見られるようである。」（H酊di㎎2000：145）

　EUガバナンス論には、第二にネットワーク・ガバナンスの概念がある。国家申心型（；帖ti畠m〕、多元競争型

（旧1皿咀1i呂m〕、団体協読型（CO叩O個ti；m）のいずれとも差異化されるネットワーク型のガバナンス構造の存在が、

EUの政策形成に見出され糺この構造のもと・1ヨUは統制の主体でなく・触媒の担い手になる（Ei；i㎎且nd

KoH巳丁一K㏄h1999161of　B6鴉11997Lここに、政府間協力型とも超国家機関型とも相違するEUガバナンスの制

度特徴が示唆され乱このようなガバナンス構造は、規制国家型の制度構成により可能になる。規制政策申心

で分配政策の余地が相対的に少ないEUは（M到㎝e1996；o乱C且po咀冒o　I996）、ネットワーク・ガバナンスの格好

の苗床となる（日本では中村健吾2005など）。

　こうして上述のMLGと合わせ・特異（〃j埋舳r土皿）な政体および特異なガバナンスという流行語が生まれ

（Hix199呂〕、EUの存在の特有のあり方が特徴づけられていった（EbeI1eiH皿d　K巴Iw巴I2002；Bd■巳1and　Ri昌冒巳

2000；’J刮ohte㎡七〇h冒1997且、臼井2002：96以下も参照）。Hixはそれを、多元的で非階層的で規制を主目艮・とし、国家

と非国家双方の行為主体の異種混合を通じたガバナンスと表現した（皿x199呂：38－9几

　EUガバナンス論の第三の基本概念は、欧州化（1ヨ皿ope㎜i冒刮i㎝）である（R且d肥11i2q06；Sohmidt皿d　R宙d且e1li

2004；Koh1eエーKoohmdRittb巳I呂er2006㌧これにより、EUで政策決定、加盟国で施行、という単純化された構図

を否定する研究が開かれていっれEUに形成されるガバナンスが加盟国のガバナンスに影響を与えるだけで

なく、とくにその逆の過程も研究課題とすることが強調される。いわば、ある加盟国の行政流儀の移植である。

　また加盟国ごとの多様な行政のあり方が重視され、EUの決定事項との適合性の有無も問われていった（日

本では網谷2006など）。たとえば、EUの決定の実効性は加盟国が単一主体構造（英一仏〕か多元主体構造（独）

かで相違するという作業仮説を立て、加盟国の政策転換の研究をEU研究につなぐ形で開拓していった例もあ

る（Sohmidt　md　R宜d且el1i2004㌧関連して、EUガバナンスの形成が加盟国ガバナンスを阻害する可能性も示唆

される（Ko阯巴丁一K㏄h2005）。

　こうした研究とともに、統合（1n佗g咀ti㎝）から欧州化（E皿opemi；帥ion）へ、EU研究の重点が移される。

欧州空間の形成や加盟国の適応だけでなく、EUによる政策形成や制度進化を、加盟国の政治・社会の動きと
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一体で把握するという課題が提起されていったのである。

　欧州委員会による2001年のガバナンス白善（COM（2001〕一28）は、EUガバナンスの研究に拍車をかけるこ

とになった。白書はEUガバナンスの研究者も招待した12の作業部会の検討を土台とする。各部会の報告書

（EuT0p巴且皿Commi昌冒i㎝12002〕ほもとより、大部の報告書も別途刊行された（De　S㎞廿eI’巳t且1，200I〕。学界の反

応は、迅速で広範なものになった。公刊された白書の内容だけでな’く作業部会の検討も射程に入れ、EUガバ

ナンスの現状と展望を論しる国際シンポジウムが開かれ、一線級の研究者が寄稿していった（JoeTge昌etal，

2001）。

　白書は欧州委員会の手による表面上の文言にもかかわらず、欧州統合の伝統から力点を移動して、共同体方

式（th巴Co㎜皿皿ityMethod〕による調和イヒ（H㎜oni1且廿on）路線を相対イヒするものとなったパこには加盟国

の裁量と社会団体の参加を以前に増して重視する姿勢が見られる・。いわゆる新しいガバナンス様式（neW

mod巳冒ofgowm㎜oe：NMG）の提案である。

　そこでは・枠組指令（f閉m巳Workdh㏄ヰv巳；）・共同規制・自主規制（oo一肥呂u1刮i㎝畑胎巴聾u1誼ti㎝）・公開調整方

式（op㎝methodofoooTdimtion：OMC）、ネットワークによる取り組み（n巴twoIk－1巳d㎞ti且廿欄）・委任規制機関

（agenoy）’の設置などがあげられた（より詳しくはU呂皿i2006b参照）。とくにOMCと共同規制・自主規制は・・

目標数量指標（Benchm肛ki㎎）、専門家評価・相互評価（P巳eT　Review）、最善事例（即；t　Pエ乱o－oo呂）を行動計画

に盛り込む形をとるが、これはいまや、．日Uで主流の手法にもなりつつある二’

　こうしたNMGには全体として、多次元多層の参加（P帥idp乱ti㎝）・透明性一情報公開（T・㎜叩刮肥noy）・学習

（Lo副mi㎎〕を体現するねらいがある。優良統治（good　goΨem㎜oe）の導入と民主性の向上が、意図はともかく

結果的に、．伝統的な共同体方式に修正圧力をかける形になったともいえよう。

　ガバナンスの語余流行し、その研究が盛んになってゆくにつれ、批判も多く寄せられるようになった。ガバ

ナンス研究のあり方にも、またEUガバナンスそのものに対しても、するどいまなざしが注がれてい乱

　とくにMLG論については、そのEU政体の特徴付けに関して、本質的な疑問が提起されてきた’（W肛1ei餉

20061呂1一呂8）。第一の柱の、しかも地域政策をはじめとしたいくつかの領域で見られるだけの特徴を、1…U政体

の特質とし・て一般化できるだろうか、というのであ乱また政策形成を理解す季仕方については・非国家行為

主体の影響力を過大評価してはいないか、つまり加盟国中央政府の政治力とそれを行使する機会（コミトロジ

ーやコレペールの存在、議長国の役割、IGCの政治的重みなど）を適切に評価していないのではないか。・こう

いった批判が投げかけられている（乃洲。

　加えて親範的にも疑念が提起されている。MLGが「拒否権発動の無数の場（numeT㎝畠wto旧oint；）」

（Eb巴エ1巳i皿md　K巳正wer200215）の存在を含意すること、そのため「意志決定の行き詰まり（乱d㏄i呈i㎝一m出i㎎

dead1㏄k）」（乃ωの可能性が高く、実際にたとえばひとつの派生法の立案から決定まで数年を要する事態さ’

え生じていること、これをどう評価するかという問題提起である。より広く民主的正当性に関しても、MLG

には国際社会に参加の（もLくはインプットの）民主主義を構築する可能性が期待されるもめの、加盟国の国

民主権に基づく自弓決定を阻害し、さらには欧州議会の存在を相対的に軽いものにする可能性も否定できない

（一、川2005；U冒咀i2006b＝ヨ5一君）。

　ただし最後の点は、あらたに議論を組み立てる余地があるかもしれない。つまり・欧州議会を場に成長しつ

つある欧州政党グループが、文字通り欧州政党組織として、MLGに関与する政清主体の連携を組織化してい

．くならば、実証的にも規範的にも’、MLG論の展開を期待できよう。

　こうして答えがたいさまざまな批判に曝されてはいるものの、ガバナンス研究が統合研究からEU特有の政

体の研究へ向けた転回を準備したこと、これに留意したい。EUガバナン’スの研究は、統合進展の帰結として

加盟国が主権を委譲した政体が形成されるという見方に疑聞符を打つ。たんなる運邦国家化とは異なる統合概

念の彫拓を要請するのである。

　1；Uの基本制度は、君7年の単一欧州議走書以降、9ヨ年のマーストリヒト条約の飛躍を経て、たゆまず進化し

てきた。この過程で、形式上は伝統的な共同体方式を加盟国政府問の協力や欧州社会団体の参加と併存させよ

うとするものの、制度運営上の力点は、共同体方式による調和化から補完性と柔軟性へ移されていった（臼井
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　しかし同時に、EU規範秩序（岬咀土岳’oo朋閉＾刑伽伽加）の確因とした存在は、決してゆらぎを見せない』これ

はEU加盟の絶対条件とし．て、EUクラブの域外との厳然たる差裏化を可能にする。この秩序のもと、多様な社

会団体にさまざまな窓口が開かれ、EU自身の市民権も確立されていった。

　こうした状況にあって、EUの立法過程も法手段も、連邦国家化の進展とはいえない形で、ますます複合化

していった。それと平行Lて、EUのとらえがたい姿を何とか把握するべく、さまざまな用語が案出されてき

た。国民国家を超えたガバナンス（govemm㏄bey㎝dthen且ti㎝副田te〕（Jaoht㎝f皿oh冒1997b）、規制型国家（且

I巴豊u1刮t0Ty畠岨帖）（M且j㎝e1996）、複数国家共同統治（oo皿domiηio）（Schmitt酊1996〕、多国籍市民共同体

（multim廿㎝且1oivita呂）（We畠畠el；且nd　Di巳dTioh畠1997）などが、その例である。こうした奇異な用語によって、EU

政体の特異な（正加g榊r1』）’性質が強調されていったのである（臼井2002）。

　ただこうした議論も、またMLG論も、その妥当性は個別問題領域ごとに異なる。EUガバナンスを対象とし

た研究を、個別問題領域の政策研究に閉じることなく、まさに1ヨU研究として、統合研究と政体研究につない

でいく方法が求められるといえないだろうか。

　個別問題領域のガバナンス研究を統合研究と政体研究につなぐという試みは、開かれた協働を可能にする研

究構図の模索を意味する。その射程を把握するため、統合研究と政体研究が何であるのか、まずは大づかみに

理解しておきたい。

　欧州統合の研究は、国家問統合の動因や制約因を理論化し、実証する試みであろう（Moエ且vo畠ik1998；

C的呂呂㏄hoo皿200I；J刮ohte㎡uo胎畠2002）。これまでに示唆したとおり、ガバナンス論への転回は、統合実態の把

握やその動態の解明という作業からいったん離れ、統合の意味への問いを開いていく口MLG論が想定するよ

うに、統合の進展が政体の創出遇程であるとして、その政体が超菌家もしくは連邦国家の構成に近接していか

ないのならば、・統合の意味があらためて問われなければなるまい。

　EU政体の研究は、統合過程と連邦国家形成史との比較、深化した国際機構に嵌め込まれた民主政治の析出、

政党や社会団体の越境運携の探求などを通じて、EUの政体としての特徴を理解する試みであるといえる（Hix

1994md1998；of　C且po＋且冒o1996）。また憲法制定権力（もしくはデモス）の存在の推定も、これに加えられよ

う（H田b巳m冊1995＝㎝mm1995；WeileT1995）。

　EUガバナンスの研究は、国民国家なる制度集積を正統化装置とする観念の相対化を進め乱それにより、

特異な（岳阯思舳rjJ）政体の概念把握へ向かうのであ乱この特異なるものをEU政体の特徴とする議論は、90

年代以降店がりを見せてきた（耳ix1998；臼井2002196，lOムl04での紹介も参照）。個別問題領域のガバナンス

（の生成・発展・摩擦・停滞・変容〕についての研究は、この流れの水量を増Lていった。

　端的にいって、統合研究のガバナンス論への転回は、統合進展と政体形成の意味上の薗噛を明らかにし、そ

れを吟味する方途の探求に帰結する。’この意味上の菌噛とは、連邦国家への近接を統合の進展ととらえるかぎ

り、統合が進展したと判断することのできない、そのような政体の形成・未形成という事態であ乱換言すれ

ば、必ずしも連邦国家の形成に近接しない形でさえ、政体と見なすべき制度複合体が形成されうるという事態

を、個別問題領域に形成されるガバナンスの発展に探る方途、これが求められるのであ乱

　この方途は、「統合」．および「政体」を視野に、個別問題領域間でガパナンスのあり方を比較するものでな

ければならない。またその比較は・第一の柱内部の個別問題領域問だけでなく・列桂問の比較にも拡張される

必要がある。相互連関まで把握できるかどうかはさしあたっておくとしても、．たとえば通商政策や開発援助政

策（第二の柱）と共通外交政策（第二の柱）、また環境犯罪規制（第一の柱）と刑事政策（第三の柱）といっ

た比較が有意義であろ㌔問題領域ごとに統合および政体のあり方がバラパラに含意されているか、それとも

ある程度の収敏が見られるか。柱の内および柱の間の比較ガバナ・ンス論が、こうした問いに接近Lていくにあ

たってどうしても必要になる。

　この比較ガバナンス論は、統合の意味への問いを開いていくものでなければいけない。統合とは何がどう変

化することを意味するのか。この問いに取り組むガバナンス研究は、いかに可能だろうか。本稿は、あくまで

方法論上の検討を概括的に進めるに過ぎない。しかしその射程は、統合進展と政体形成の意味上の齪齢を吟味
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する分野間比較へと、広がりゆくものである。

2．言説構成論の試み

　統合および政体の研究とガバナンス研究をつなぐ方途のひとつとして、言説構成論（adi畠㎝rsive

OOn；t皿1CHVi昌m）を候補にあげられないだろうカ㌔本稿ではその構図を描き・それに即して・傾別問題領域の規

範および政策の言説と、統合および政体の言説の関係を問う準備としたい。

　個別問題領域におけるガバナンスの生成・発展は、覇権的な規範一政策言説が構築されゆく過程としても把

握可能だ。ここで規範言説とは、基本条約や派生法から政治誓約まで広がる、一政策分野の規範に関する言説

と理解する．。また政策言説は・基本制度から戦略そして個別措置まで含めた・個別分野での共同行動のあり方

．に関する言説と．とらえる。その上で、両者がどのような統合言説および政体言説を含意しているか、これを問

うのである。

　こうした接近法で．は、公式文書（およぴ保存され、のち’に参照されうる声明）を言説の媒体として分析する

ことになる。あくまで媒体であって、発話行為や文書の原文を、直に言説とみなすことはしない。独自の論理、

理念、概念が内在L、他と差異化される言説の生成・展開を、公式文書に探るのである。いわば、公式文書の

意味解釈である。

　これは別の面からいうと、諸言説が公式文書に織りなす問題解決・理念実現の物語（岳toIy1in巳昌）を析出す

る試みである。ここでは公共政策論で提案されてきた物語の概念を援用できるだろう（瑚巳正1995．2005；と＜

にPi冒oher200ヨ194－I14参照）。StoU1ine昌の原義は正確にはあらすじであるが・成功に至る起承転結の道筋とい

う程度の意味でも用いられるから、分かりやすく物語の語をあてておきたい。端的にいって、公式文書に表現

される政治目標の定立と政策の形成を、この意味での物語の構築と解するのである。その際、鍵概念や基本価

値を表現し、暗瞼（met田pho冊）として機能する象徴語を追らてゆくことにな乱

　物語の構成要素となる事実認識や規範の共有が確固なものとなり、最終的な到達地点が理念化されていく過

程では、いくつかの物語が対抗しあうはずである。そとからやがてひとつの物語が、当該問題領域で行為主体

間に浸透していくと想定するのである。物語を構築する言説に接近しようというこのような方途は・言説構成

論の援用によって基礎づけられよう。

　統合言説につい亡一例をあげれば、仏・蘭の国民によって欧州憲法の批准が拒否されたあと・欧州統合物語

の再構成が進められているように見える。EUとともに生活が存在する、そのような日常生活世界の印象を高

める物語が必要とされ、開放的で透明で市民に声を傾け、共に創り出す欧州こそ、1…U政体の真の姿だという

神話が、92隼以来再び・ただし装いはあらたに創案’されている。欧州委員会の．プランDである4（COM

（2006〕2Hmd212）。

　こうした接近法の前提と・なり背景となる言説論について、ここで概括的に理解しておきたい。広く社会論や

政治論で言説の次元に照準を合わせる場合、その基礎には社会構成論がある。社会構成論に立つ研究は二規範

やアイデンテイテイや文化や社会制度といった、いくつかの照準をもつ。言説はその内の一つである’

（Chi畠tia皿；en　et釦．2001〕。これをとくに強調Lて、言説構成論と呼ぶことができよう。

　言説構成論は、人々の意識する社会が言語によることがらの意味づけを通じて構成されると見る。政治の研

究に引きつけていうと、政治権力の強化も弱化も言説の意味構造に現れるため、政治行動は先行して存在する

言説に文脈を与えられ、そごから自由に解き放たれることはないと想定する。これが社会檎成論を墓礎とする

言説論の」般的な理解である。

　言説の定義は、ガバナンス同様多種多様にわたる。さしあたってH且jeτの定義が狭すぎず広すぎず妥当であ

ろう。

4欧州委員会が進めるEu正o脾Di祀。1の事業は、欧州統合物語をEu市民に肌で感じさせるための装置作りといえないだろうか。欧州各地

にE　U情報を提供する拠点を作っていく事業で、ピジネスだけでなく、学枝教育にも資料や機会を提供する。欧州委員会の事業に

ついては＜l1岬1〃E0．巳u而南．｛昧皿o岬此eo伽d跳＿己n．h血〉参照。たとえ髄u正o岬D㎞1の英国での事例とLてくh岬：〃www・e皿o岬・o正里・山〉

をあわせて参照のこと。

一67一



　　　　「理念、概念、範田毒の集合で、他と差異化される．この集合は特定の社会行動を通じて産出・再生産さ

　　　れ、またその内容は変容していく。こうした理念、概念、範鴫の集合によって、物理的なまた社会的な

　　　現実に意味が付与される」（HホI1995＝仙）。

本稿も言説の概念をこれに即・して理解していきたい。

　社会や政治の分析における言説論の適用やその理論上の検討は、文化論やジェンダー論といった社会学系の

研究を出自とする（How舳h2000）。70年代後半以降、主流派理論の実証主義に対する対抗理論として、その

地歩を拡張していった。その背景には、一方で言語の構造主義理論が注目を集めていったこと、他方で新保守

主義や新自’由主義の台頭によるマルクス主義理論の危機があった（To血㎎200511）。

　呂O年代後半以降、冷戦構造の崩壊が進み、体制闘争論は下火にな乱．これにより・イデオロギー分析の意義

は喪失する。・しかしその社会批判のねらいは、いぜんとして宥意義である。そこで、あらたにポスト構造主義

の言語論にも補強され、イデオロギー分析の意図が言説論として継承されていく（言説とイデオロギーの相違

については、B且呂tow　md　MaTtin20051214－217L支配・被支配関係の樹立をねらった意味づけの政治が、言語

論に洗練され、言説の次元であらためて主題化されるようになったのである。

　この点・フーコー的なポスト・モダン論とハーバマス的なモダン論で、対照的な構図が見られる．。前者の言

説論があくまで支配・被支配関係の析出を企図するのに対して、後者は、覇権的な意図にゆがめられた言説を

問題視しながらも・それを脱する理想的な発話構造を構想する（S廿ydom2000：49－51㌧しかし両者とも、国・

際関係論系の言説論で援用されていく（たとえばハーバマス的言説論にはRi畠冒e2000が、フーコー的言説論に

はK巳eley1990がある）’。ただし後段で明らかなように、政治分析の言説論はフーコー的なニュアンスが強いよ

うだ。

　国際関係論系の言説論は、さらにいくつかの系統に分けられ乱たとえば、言説に現れる認知構造、言説の

正統と逸脱、言説間の対抗関係など、強調点の置き所に相違が見られる（Mi11iken1999＝229）。しかしそのい

ずれの研究も、いわゆる構成論への転回（且co耐ruotivi冒ttum）（Ch㏄kel199呂）と無関係ではない。言説はこの

存在論が基礎となって、国際関係論の研究項目に組み入れられていったといえる。

　各国の外交方針が、国家観念や民族意識に拘束される面にこだわるコペンハーゲン学派の言説論は、その典

型である（W配v肛2004）。これは、国際社会の状況認識を規定する認知構造に迫ろうとする研究でもあり、

個々の発話行為に共通する意味構造の析出が、その接近法になる（Mil1ik巳皿19991229Lそこでは、先行して

実践されてきた言語による意味付与のあり方が、国家に特定の社会事実．（呂㏄i目I　f且ot）の構成を選好させ、そ

こからはずれた状況の到来を排除するよう行動させると理解される。国家はこの構造化された意味関係から自

由になれないと想定する・のである。

　また典型的なフーコー的言説論による研究も、その基礎には構成論を見いだせ糺国際社会の正義なる構図

を産出・再生産し・そこからの逸脱を弾劾する言説に迫ろうとするこの研究（肋ぬKeeley1990〕は・覇権と

従属に色分けされる言説が社会のあり方の抗いがたい共通了解に帰結していく面を捕捉しようとする。

　以上のいずれにも、言説による社会の構成という存在論上め想定がある。この観点があってはじめて、言説

聞対抗関係の動態を探ろうとする研究（Mi1lik巳皿i999：229）は政治研究としての意義をもつ。いかなる言説が

．生き残り、国際社会に浸透していくか。これはそれ自体、政治の動きだと理解され乱言説の政治が、明示的

に研究対象とされるのである。

　こうした国際関係論系の言説論は、当然EU研究にも援用可能であるし、実際その適用例も見られる

（W肥w2004；Di巴■2001且md2001b；L酊畠㎝I999）。他方、後段で触れるように、比較政治論系の言説論

（Sohmidt皿d　Rとd且em2004）もEU研究で試みられてきた．総じて国際関係論系の言説論と存在論上の想定は軌

を」にしてはいるものの、言説に着目した研究が異なった系統から生み出されてきたことには留意しておきた

い。言説の次元で政治に迫ろうとする接近法は、少しずつではあるが、着実にEU研究者の選択肢を増やして

きたようだ。

　そのポテンシャルを推L量る意味でも、言説論の理論形成吏について、いま少し議論を広げ、概括的な理解

を得ておきたい。その際、丁坤㎎の撃理が参考になる（To㎡i㎎2005）。それによると、政治分析の言説論は三
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つの世代に分けられる（Torfi㎎2005：6－g）。

　第一世代は、社会言語学系および社会心理学系の言説論であ乱話され書かれたテキストが、直接の研究対

象とな乱その分析の目的は、発話行為における戦略性の析出にあ㌫とくに、会話のあり方や使用語彙、語

」l1貢などから、イデオロギーや権力による抑圧を把握しようと試みられた。

　第二世代は、批判言説分析（oitio刮1di冒o㎝鵬m且1y呈e昌1CDA）と二括される（乃批，6）。冊iIdoughの壮事が申

心になり、フーコーの論が展開され、言説の概念が拡張されていった。この概念で捕捉されることがらは、第

一世代のように、話され書かれたことに限定されない。それは社会行為一般に広げられ乱言説の概念が、読

みの直接の対象となるひとまとまりのテキストに限定されず、テキストはそれ自体、言説の媒体と見られる。

・テキストを媒体とする言説は、社会で共有される意味を体現すると理解され乱それにより、言語に媒介され

るあらゆる行為が、社会で共有される意味関係を表す言説の産出・再生産に帰結していく有様に迫ろ・うとする

のである。

　ただしその意味構築に際して、特定の行為主体の意図や計画性は否定され、偶発性が強調される。言説に現

れ、言説で保持される支配・被支配関係は、偶発的に社会構造化されてゆくと見るのであ乱

　第三世代は、ポスト構造主義の言説論になる。To冊㎎にとってこれは・実質的にはEm巴副o　Lao1且uとChmt且1

Mouffeめ言説論である（乃倣，宮一9，14－17）。第二世代にあった言説と非言説の境界の暖昧さは払拭され、社会

過程の総体が言説においてとらえられ乱ある社会は他の社会と差異化されはじめてその存在が認知されるが、

それを可能にするめは、言説による同一・差異関係の創出・維持・改変だと考えるのである。

　これは社会の内実の認識にも適用され乱技術や経済遇程といった社会内の存在は、非言説の現象であるが、

その一つひとつの存在の同定は・言説が表す同一・差異関係によって可能になる口．まさに言説のあり方が・杜

会の外延と内実を規定していくと見るのである。

　こうした理解を前提に、杜会分析の照準は次のように定められる（1舳，14－I7）。まず社会集団の同一・差

異関係を定位する意味構造が特定される。またこの関係に立つ覇権的な地位とその座をめぐる闘争および敵対

関係の把握が試みられ乱次に、その同一・差異関係の崩壊（di呂1oo虹i㎝）が探られる口この崩壊によって社

会集団は分裂を余儀なくされるが、それにともない意味構造の再構成も試みられ乱社会行為主体によるこの

再構成へ向けた闘争が、社会分析の標的になる。こうした一連の変動が、社会関係の構成・再構成の遇程だと

理解されるのである。

　なおここでは第二世代同様、意味構造の構成ρ偶発性が基本の仮説とされ乱その意図的な構成を貫徹する

社会の中心は、存在しえないと判断Lているのである。

　以上三つの言説論は、Toエfi㎎によれば世代交代の推移を表すと示唆されものの・必ずしも学問性の改善が

重ねられてきたと解する必要はない。ToI丘㎎の整理による三世代の言説論は、現在そもそれぞれの研究領野

を開拓しつづけている（たとえばJ苗㎎巳m㎝且皿d　Philli岬2002；F杜olo皿gh1995；T6冊壇1999などを参照。とくに

第二世代の研究については、学術雑誌Di呂oou冊e㎜dSooi卿がある〕。

　ただし第二、第三世代による言説概念の把握方法は、第一世代と比べて、言説の社会的役割をより重視する

ものといえよう。言語による意味づけが行動を制約すること、この意味づけは言説において行われること、そ

の言説はテキストを媒体として存在すること、こうした認識は、社会理論の射程をたしかに拡張してきたので

ある。

　以上の言説論は、既存の政治研究にとってどういった付加価値をもつだろうか。Toエfi㎎は、70年代の言語

論への転回から・いまや言説論への転回が生じてジると見る（乃肋，21）・実際・新制度論（皿巳o土畠titutiomli昌m）

や社会構成論．（冒ooi且1㎝n軸叩otM；m）の研究で必要になる解釈では、言説論の手法や基本仮説が参照されてき

た（乃肋，22）。

　そうした言説論が、実態でなくむしろ言説の次元で杜会を分析する意義を強調し、実証主義による「現実の

客観的な分析」という無反省に規範化されやすい研究目標の再考を促していったあは、貴重な貢献だといえな

いだろうか。またこうLた認識論上の反省にとどまらず、言説が社会形成に果たす役割に注意を向けるべきだ

とする、その存在論上の示唆も重要だ。
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　たとえば政治における連合のあり方は、政策集団（胆o1ioy　oomm㎜iti日昌）、政策連携（polioy　netw0Tk；）、専門

知集団（巴口i昌t・mio　commmiti・畠）、価値連合（且dv㏄aoy　co且1itiom）など、多岐にわたって論じられてきた。こう

したさまざまな型の連合形成のいずれにおいても、言説の果たす役割は大きい。むしろ、政策や専門知、価値

など、どの言説の型に着目するかで、注目する政治運合の型が決まってくるとすらいえそうだ。

　どの型の政治連合も・メンバーが共通の関心を寄せる問題領域の存在が、その存立の煎提となる。その間題

領域を析出する仕方・つまり政策形成における枠づけ（f咀mi㎎）のあり方、もしくは問題領域枠の拡張・縮

小は、先行して流通してきた言説に文脈づけられ、制約される。それを土台とする集団の一体性や他集団との

差異化も、その論拠は言説により構成される。

　したがって、言説にもたらされる意味構造の変化は、政治の運合のあり方にも影響を与えると推定できる。

社会関係の変化の（非）連続性が、こうして意味構造の変化という観点から、言説の次元で考察されるのであ

る。

　EU研究で援用される言説論も、これまで概括してきた認識論および存在論上の基本理解を基礎にそれを土

台として、研究戦略を構築してきた。もちろん、政治の言説論一般のすべてにわたって、EUを事例に包括的

な言説研究が手がけられているわけではない。けれども、本稿で概括してきた言説構成論が源泉となって、言

説研究の潜在的な射程が可視化され、その部分的な具体化が図られようとしているのはたしかだ。

　そこには二つの潮流が見られ乱ガバナンス・論一欧州化論の系統にある政策転換論がひとつ（本稿では

Sohmidt刮nd　Rad肥11i2004を参照）・もう一つが、政体論・統合論の系統に入れられる欧州．論である（さしあた

って、Di巳z2001且md2001b；L㎜㎝1999；W田ve正2004md2005；D創㎜ty1995など〕。順に見ていこう。

　前者の言説論は、政策転換における理念の役割を重視した制度論でもある（Sc㎞idt㎜dRad肥ui200411罧4）。

政策転換には、政策課題の性格や種類（po1ioy　pmbkm畠）、政策の継続性や伝統（旧o1ioy　le聾aoie畠）、政策選好

（po1ioy　p祀f巴I㎝㏄昌）・制度適応力（politio田1imti血O㎝刮1o即且oity）といった要因が絡み合ってくるが、言説はこ

れらとならんで、加盟国カ油Uの政策決定に即して政策を転換する（もしくはしない・できない）要因の一つ

だととらえられる（〃批、1呂6）。

　新しい制度形態に形を与え、ルール、価値、行動の理念を表現するのは、言説である。画像でもなければ映

像でもない。言説は、新しい政策を提案し・ようとする行為主体（㎝脆pI㎝㎝■且1且otor呂）に、その正当化の議論

のための概念や論理を提供す乱それゆえ言説の対抗関係を整理することによって、政策の形成や施行におけ

る主体間の相互行為や対抗関係の過程を可視化できる。政策転換の言説論は、このように考えるのである

（1b丘吐，192）o

　EUで決定された政策に対する加盟国の適合・不適合も、自然科学的な管理された実験により検証されるわ

けではない。それは言説において表明され、言説により構成され孔とりわけ選好実現や利益計算に必要な情

報が不確実な状況では、理念・価値が行動選択の基準とLて重要になる。それは言説によって表現され、伝達

される以外ない。レトリックの言説政治すら展開しうる（1凸汰1君7㌧こうした視座に立つ政策転換の言説論

は、理念や価値の役割に照準を合わせた研究であり、この観点から、言説の働きが手掛か．りのひとつとされる

のである。

　ただし、言説の働きは加盟国の状況に応じて異なると論じられる。So㎞idtとRad肥11iは、伝達のための言説

（comm㎜io且tivedi畠oo皿冒巴昌）と、調整のための言説（oooIdimtiv巴di昌oou正舵；）を区別する．。英や仏に代表される

単一主体政治構造（；i㎎1巳且otoI』y冒tem里）の場合、政策言説は伝達の言説が主となり、政策形成前に影響力を

もつ。対して独など連邦国家に見られる複数主体政治構造（m皿1ti　aotoT昌y畠tem；〕の場合、政策言説は調整の言

説が主となり、政策形成後に影響力が生じ始め乱SohmidtとR田d舵11iの論文では、このような仮説が提示され

ている（乃批、19呂，204，206）。

　これにより・EUの政策言説の影響力1ヰ加盟国の政治構造に応じて・ニュアンスをつけて分析される。政策

転換の言説論は、こうした視座と接近法によって、欧州化過程に期待される学習およびそれを可能にする制度

の分析を進めようとするのである口

　EU研究で見られるもう一つの言説論は、政体論および統合論の系統にある欧州論で援用される。これはさ
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らに三種に分類できる（W肥欄2004＝203－211）。

　ひとつは、諸言説の結節点に注目する欧州論である（Diez2001b〕。欧州の次元で特有のガバナンスが存在

する（すべき）という言説により構成される欧州像が、ここでの認識関心となる。各国政府にかぎらず国内の

さまざまな政治勢力が、欧州政策をめぐって議論を展開L声明を発していくが、そこには欧州統合と政体形成

を正当化（もしくは否定）する言説が見られる。そうした言説は、欧州ガバナンスのあり方に引きつけて欧州

像を構成する。この意味で欧州ガバナンスの概念は、この像の構成に帰結する諸言説の結節点（di昌㎝r畠iΨe

nod刮1旧oi皿t；）（Di既2001b：16－9）だと理解される。

．欧州像を構成する言説は、この像の叙述の前提となる社会理解（Diezはこれを一言でm餉一n皿且tiveと呼ぶ。

乃批，17一呂）によって構造づけられる。国家と経済、政治と市場といった基礎概念の意味や相互の関係につい

ての基本的な理解が、それである。たとえば経済統合にとどまる欧州像を選好する言説は、政治と市場が峻別

可能であることを前提とす乱つまり、ある欧州像は特定の社会理解に依拠するのである。

　こうした言説論では、統合や政体の特定のあり方を・求める政治の動態が、結飾点をめぐる諸言説の対抗関係

から把握される。どのような欧州像をガバナンスに結びつけていくかは、それ自体、欧州への態度決定に影響

を与えようとする政治の実践だと理解されるのである。また加盟国内で時代によりま．た党派ごとに多様な欧州

像の把握も、ここでの課題になる㌔各国政府の対EU政策で前提となる欧州像は、決して不変でなく、国内の

政治沐況に応じて可変だと判断するのである。

　二つめは、それぞれの国家・民族観に規定される各国の対欧州外交論である（W肥w2005㌧加盟国のEU政

策に見られる欧州言説に、三層構造が指摘される（乃批，39）。第一層が国家・民族観（a呂帖t巴一mti㎝oo祀

㎝m叩t）、第二層が国家・欧州関係（血e祀1刮i㎝釦po畠id㎝Ψi；一註一vi昌E皿mp巳）、第三層が欧州像（the㏄皿te皿t　of

lヨ皿ope）である。各層の硬性には差異かあり、第一層が第二、第三層の言説を規定すると想定される。

　たとえば、単一不可分の国家構造にこだわるフ・ランスと、民族一体性に執着するドイッでは、構想される

EU制度改変のあり方や許容される統合の進み具合で、差異が生じ’る。しかし、双方の国家・民族観から大き

くはずれない範囲で、欧州像が構築される余地はある。この範囲での欧州像の構築が、統合進展の条件になる

というのである。フランスとドイツの国家・民族観の相違が、それぞれの欧州外交とEU構想を構造づけると

同時に、両国は両者の交差範囲で、統合へ向けた枢軸になりうると論じられるわけだ。・

　最後に、欧州一体性の生成を論じる歴史論・社会文化論をあげておきたい（Delm｝1995㌧ここでは欧州の

地理的文化的定義の歴史的な構成が問題にされ乱欧州は発明（hventi㎝）された価値の概念だと見られ乱

この発明には辺境が本質的な役割を果たす。欧州は絶えず非欧州をのぞむ辺境を生み出していく中で、自らの

価値を規定してきたと、とらえるのであ乱それゆえ、こうした欧州言説の批判的な検討が、中心的な課題に

なる。たとえばEUを欧州．と同視する言説は、その格好の対象となろう。

　これまでも西洋の支柱として欧州文明を討究する巨大な研究はあっれウェーバーやシュペングラーといっ

牟巨人の名がすぐにあげられよう。しかし、Delmtyは欧州なる概念がいかにそのときどきの歴史状況の中で

構成されたものであったか、これを批判的に見ていく必要を訴えるのである。

　この視点は欧州のみならず、地域主義一般を追っていく上でも重要になろう。地理上隣接した国々が地域主

義の政治事業を進めていくにあたって、共通の問題や利益で臨界地域と明確に差異化しにくい状況にあるにも

かかわらず、あえて自他を隔て、共同体を構築していこうとするとき、その地域の名には、一体性言説が込め

られてゆく（Ne咀m㎜n200ヨ）。欧州はその最たる例であろ㌔Delmtyの欧州言説論は・こうLた地域主義研究

にも資するものといえよう。

ヨ言説対抗閲係の事例として、Di砒はイギリスを取り上げる。イギリスでガバナンスのあり方に引きつけ提示されてきた欧州像とし

て、・国民国家の政府問協力O皿蛇f呂ow皿m帥胞1Coop冊帥丘o皿ofNl1io皿S伽齪〕・社会主義国家の政府問協力（I皿由i雪o冊mm㎝曲1

Coo岬剖i㎝of　So口ioli帥S曲喧彗〕、自由貿易地域（肝舵丁咀d直～閉〕｛連邦国家1F筍d筍岨1S1皿佗〕、社会主義連邦国家（Sooi丑1i前冊d巳冊1

S胞蛇〕、自由主義経済共同体（Lib自祀1Eoommio　Commoo軸）、社会民主的経済共同体（Sooi刮1D丘耐oo咀此E㎝mmio　Commu’吋〕、ネ

ットワーク　（N乱wo正k〕があげられている（Di田2001b＝19－20〕。
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3．規範’・政策言説と統合・政体言説

　これまで概括的に整理してきた言説構成論は、政策動向分析を趨えて統合と政体を論じようとするEU政治

論にとって、認識論上も存在論上も’、有意義な視座を提供してくれる。実際、そのEU研究への援用例は、統

合言説や政体言説をとらえていくにあたって、貴重な先行研究になりう孔

　けれども、個別間題領域のガバナンス研究を統合論と政体論へつなぐその具体的な方途に関しては、さらに

立ち入った接近法上の検討が必要だ。本稿では、個別問題領域のガバナンスの内実を構成する政策言説．と規範

言説が、どういった統合言説および政体言説を含意しているか、これを問う接近法について、概括的に議論を

進めておきたい。個別分野のガバナンス形成過程を通じて、統合進展と政体形成の意味関係に込み入った解釈

が求められる状況が生まれてきたという視点、これが作業仮説になる。

　こうした言説接近法の概念枠組みは、H田j巴丁とPi；oherの言説論（H田jer　I995；2005，H呈oh巴I2003194－114）で補

強できる。ただし微調整は必要だ。この言説論は・言説連合（di昌oouT；e　oo刮1itiom）、物語（畠to町1ine畠）、暗楡

（met叩hor昌）・象徴（呈畑ho1畠）といった概念から組み立てられる。もともとは政策価値連合（且dvoq且oy

㎝刮1ition呂）の接近法に対する批判でもあづた。この連合概念で想定される信念体系の合理曲一貫的構成に対し

て、懐疑の眼を向けるのであ㌫たとえば環境破壊について非専門家や一般市民が暗瞼や象徴によって問題の

所在と解決への道筋を示唆され、これが物語と・して浸透していく過程が問題にされる。この物語は、構成され

圧縮された政策知でもある。これが芙有され、匿名の政策支持連合が形成される点が強調されるのである。イ

デオロギー的に本来は対立関係にある人々が、ある物語を共有する言説連合を、まさに意図せず組むことさえ

ありうるわけだ。

　たとえ1湘U環境ガバナンスの形成にあっては、数々の環境問題の解決方途に？いて、いくつかの物語が提

’示される。他方、このガバナンスの形成の前提となる欧州統合のあり方は、欧州の来し方行く末についての物

語を想定して論じられる。行く末としての政体はどのような政体か、それはなぜ求められ、いかに望ましいも

のなのか、どのような道筋でそこに到達できるのか。こうした物語は、いくつもの言説の交差一選別を通じて・

作成されざるをえない。’理念、概念、範晴の集合であり、物的および杜会的現実に意味を付与する働きをもつ

多種多様の言説から構築されるのである。

　ただし、個別問題領域でガバナンスが形成される際に提示される物語が、政体形成に向かう欧州統合の物語

と適合する保証はない。繭者に齪鋸が生じる状況、ここに注目したいのである。たとえばEUの環境ガバナン

スは、持続可能な発展の物語を生み出してきた。その主要・な要素として、新ガバナンス様式の政策言説と環境

統合原則の規範言説を指摘でき乱この持続可能な発展の物語は、当然、・欧州統合の成功物語を構成する部分

物語としてとらえられる。しかしその内実は、統合の行く末たる政体形成（未形成）について、連邦国家形成

ともまた政府間協力とも異なるEU像を含意していると言えないだろうか。つまり、シナリオの書き換えが必

要な状況が示唆されていないだろうか。これを論じようとするのが、本稿で準備する言説構成論であ乱

　その予備的考察として、統合言説および政体言説の併存および対抗関係を、たとえ暫定的にでも；類型的に

把握しておく必要があろう。また統合言説と政体言説の適合・衝突を調べることも求められよう。これは統合

言読と政体言説の意味連関の解明という課題でもある。

　統合言説はいかなる統合をどこまで進めるかについて言説であり、統合の意味を固定する。政体言説はいか

なる権力をどのように制度化するかについての言説であり、憲法化の内実と方向を定位する。こうした統合言

説と政体言説の交差および対抗歯係を読み解いていくための事例を、いくつかあげておきたい。

　ひとつは、共同体方式と新ガバナンス様式（NMG；）の間の微妙な関係である。EUの立法政策では、調和

化言説から補完性と柔軟性の言説へ、重点の移行が見られる。とりわけリスボン戦略、欧州委員会のガバナン

ス白書、EUの民主主義論議などに顕著だ（臼井2004Lある領域でガバナンスを構成する政策・規範言説に、

統合・政体言説の含意を探ろうとするとき、ここに注目すべき論議を見出せ乱EUの立法による加盟国法の

調和化という路線が絶対視されない場合でも、政体の存在と進化を推定できる上うなガバナンスの展開赤あり

うるかどうか。ある・とすればそれはどのような展開であり、その場含、政体の概念はどう理解されているか。

たとえば環境政策や社会政策といった、やわらかい法（昌oft1乱w）を積極的に利用してソフトにガバナンスを
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形成しようとする領域は、こうした闘いを論じる格好の対象になるだろ㌔

　また、1ヨU拡大の臨界と域外関係の多面性をめぐる論議も、．統合の意味と政体のあり方を定礎する言説の捕

捉にとって、格好の場面となるだろう。たとえば、近隣諸国政策の戦略性（もしくは場当たり性）を追いなが

ら、具体的にはバルセロナ方式とバルカン方式の異同やEU・ロシアの緩衝地域に関する支書や声明に、そう

した言説を探るこ・とができるだろう。人CP諸国とのコトヌ協定の内容や、ASEANおよびメルコスルとの広域

地域間連携（h蛇エー祀gi㎝且1i畠m）も加えられる。平和創出活動のための緊急派遣部隊構想から、気候変動レジー

ムヘの対応まで、硬軟さま．ざまな対外行動をめぐっ’ても、月Uの政体としての一体性に関する言説が現れるだ

ろう。EUの対外的一体性が分野ごと場面ごとにそれぞれどう表象されているか。これは統合・政体言説に迫

るにあたって看過しえない論点になる。

　1ヨUの列柱構造では、第二、第三の柱の事項が第一の柱に移管される場合があ乱このいわゆる共同体化

（oommunit㎞；趾io皿）と呼ばれる事態をめぐっても、統合と政体の言説の現れを看取できるだろう。第二、第三

の柱と第一の柱の本来的もしくは潜在的な」体性が想定され亡いるかどうか。あるいは共同体化を統合の進展

と意味づける言説にゆらぎが生じてはいないか。こう・した問いかけを導きとして、統合と政体の言説に接近で

きるだろう。

　すでに・移民・難民政策が共同体化される先例もあっれ他方で環境法違反への刑法適用では、第一の柱の事

項として欧州委員会が提案したものの、閣僚理事会の反対により第三の柱で立法措置（Fmm巴work　D巳oi畠i㎝

2003’宮O畑＾of27J副㎜岬2003）がとられたが（臼井20051S呂一95〕、欧州司法裁判所の判断で閤僚理事会の立法

行為は違法認定を受けることになった（C副呂巴C－176／03，13S巳ptemheエ2005）。憲法条約では列柱構造が文書表現

上一応は払拭される。しかしフランスとオランダの国民投票による批准拒否に．よって、宙に浮いた状態だ。か

りに、．第一の柱への集約が滞ったとしてもEUが政体として存立しつづけることを根拠づける言説を見出せる

ならば、この政体言説を、共同体化即統合と意味づける言説と突き合わせ、意味上の齪齢を検討できるだろう。

　憲法条約に関する熟慮期間（且τef1㏄一㎝period）とプランD百や、それをめぐる加盟国首脳の発話行為

（畠p蹴h田ot呂）には、EUの政体としての性質に関する言説をまさに顕著に見いだすことができる。これは、当

時独外相牟ったフィッシャーのいわゆる統合最終形態（｛imlity）論（Fi；oheT2000）に端を発した各国首脳の

統合関連の声明（ブレアやシラクなど）はもちろん、それ以前からも連続した統合言説の対抗過程の中でとら

える必要がある。直近のものではニポーランド大統領（K且ozyn昌ki）による対EU拒否権行使の権利および国民

国家連合としてのEUなどの発言もある「。現在および将来の制度複合体を意味づけようとする政体言説間の対

抗関係は、統合の意味をめぐる言説問対抗関係と相即してきたのであ乱

　調和化より補完性と柔軟性が重視されるべきか、対外的一体性の強化が進められるべきか、第二、第三の柱

の事項の共同体化は今後も進められるべきか、そうして憲法なる象徴語の付与された条約を蘇生すべきか、大

幅に修正すべきか。以上いずれの問題領域でも、統合と政体の言読を捕捉するにあたって、重要な文書や声明

が生み出されてきた。もちろんこれでつきるわけではないが、統合と政体の言説を探る上で格好の事例である。

　こうした観点に立脚する場合、而者に生じる意味上の齪輻を捕捉するという課題を見いだせるだろう。それ．

によって、EUの政体としての特異性に追っていくのである。まさにこの課題のたあに、個別問題領域でガバ

ナンスが形成される際に覇権的となっていった政策言説・規範言説が重要にな乱そうした言説に含意される

統合言説と政体言説のズレを仮説的に想定するのである口

　EUのガバナンスは、個々の政策分野ごとで、・問題状況も関与主体も権限も、無視しえない差異が存す糺

こうした分節化されたガバナンス（平島2005）にあって、’しかしそれぞれの領域で間題解決の物語を構成して

きた政策と規範の言説は、統合と政体の言説を含意しているのではないか。この含意の意味解釈によって、欧

州統合とEU政体の意味上の齪麓が生じている政策分野も存在するのではないか。当然、分野間の比較が求め

られる。けれども、統合と政体それぞれで言説聞の対抗関係を定位する意昧構造にゆらぎが発生している場合、

‘A　Ci中咀皿彗’A駅皿d刮＝D昔1i冊正i皿呂R齪u肚彗for胆皿丁叩o，COM（200石〕211，The　PeHod　of　R訓E0tion帥d　Plヨ皿D，，COM｛2006〕212，P1餉一D　fo正

Demoo咀oy，Di訓血即o冊d　Dob回喧，COM〔2005〕494，

7たとえぱワァイナンシャル・タイムズ紙とのインタピュー、Fr、亡o而，No舵mb巳I5200百，Pol㎜d脾opo肥呈帥EU日而1｝五丘dtoNATO参照。
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この状況は統合の意味への問いを開く研究上の重要な契機だといえないだろうか。

　こうした方向へ検討を進めていくとき、統合言説と政体言説を双方とも文脈づけるメタ言説の考察が必要に

なる。本稿で詳論する余裕はないが（臼井2005を参照）、たとえば国民国家の言説とポスト国民国家の言説を

対置できないだろうか。前者は、規範形成単位の領域が固定されることを求める。それは加盟国単位でも良い

し、また欧州大であらたに固定領域が創出されるのでもかまわない。いわば固定された領域に閉じた規範形成

’を正統化する言説である。国民主権による民主的な決定が、規範の源泉として最重視される。他方でポスト国

民国家の言説は、規範形成単位のゆらぎ、重複、柔軟化を許容する。いわば法の多元主義と多層多元のガバナ

ンスを理念上正統化し、必ずしも主権国家を源泉とはしないやわらかい法（冒oft1乱w）を媒体とした規範の共

宥とその進化過程を称揚する言説である。

　個別間題領域で覇権的になっていった政策と規範の言説に、統合の意味と政体の形に関する含意を探ろうと

して、両者に意味上の齪鋸を見出した場合、メタ言説の次元では、国民国家の言説からポスト国民国家の言説

への移行が要請される状況を把握できないだろうか（環境ガバナンスを事例にした試論として臼井2005参照）。

6、研究戦略設計へ向けて

　本稿は、言説構成論の立場に立って、個別問題領域のガバナンス研究を統合論と政体論につないで．いく方途

を探求してきた。しかし、言説論は方法論上の間題を多く抱えてい乱主流派の実証主義に対して一方的に挙

証責任を負おうとするきらいもないわけではないが、研究者の恋意を排して、空論に陥らないためには、突き

詰めていくべき点は多い。最後にこの点について、とくに本稿で提示した接近法に絞って、いくつか課題を明

示しておきたい。

　まず言説の特定であ私言説の現れる媒体はいかに選定すべき．だろうか白公式文書、非公式文書、演説や記

者会見を、同一の次元でとらえてよいだろうか。面接調査（i皿te岬iew祀昌巳虹ohe冒）と文書内容分析（oont㎝t

割ml｝畠e畠）’の位置や関係はどうだろうか。本稿では後者の前者に対する優位を念頭に置いているが、・それはど

う根拠づけられるだろうか。つまり、制度に埋め込まれた言説という視座の存在論上の妥当性に関する議論、

ごれをどう突き詰めていけばよいだろうか。

　個々の行為主体が、政策や規範、また統合や政体の言説に関わっていくにあたって、どのような事前の意図

があったかを論証するのは、きわめて困難であろう。面接調査は決して万能ではない。そこで、機関も含めた

行為主体の発話行為の事後的な結果として、言説の次元の変化を研究者の側で解釈することにな乱つまり、

政策、規範、統合、政体といった言説は、窓意的選択的に収集した文書に現れると前提されるのだが、こうし

た接近法は何を根拠に正当化されるだろうか。どこまでも推定の域を出ない研究に牽ってしまうだろうか。

　さらに、言説と非言説の境界をどう想定し、非言説的なものによる言説への影響を理論上どう推定するかと

いう課題もあ乱言説が非言説的なものの従属変数に過ぎないならば、言説構成論によって立つ研究は、どこ

までも社会の影を求めているに過ぎなくなる。To正fi㎎のいう第三世代の言説論は、言説と非言説の境界を探

るかわりに、・あらゆる社会過程を言説の観点からとらえようとする。しかしこうした方途に、ためらいを禁じ

得ない研究者は少なくないだろ㌔言説が実証性を喪失した形而上学の概念へ崩落していく危険なしとはいえ

な’い。

　以上で方法論上の課題がつきるわけではないが・言説構成論は・こうした諸点に留意して・その実証性や無

窓意性という課題をたえず念頭においておく必要があるだろう。そしてこの弱点に対しては、検証の手法を一

つひとつ試していくことでしか答えることができない。たとえば、同一事例から異なった言説を観察できるか

どうか。他の政策分野の事例に同一手法を適用して、比較可能な言説を捕捉できるかどうか。こうした方途に

は、当然、統合言説、政体言説、個別問題領域における政策言説および規範言説それぞれの類型化が求められ

る。言説に関する理念塑的なものの仮説的策定である。ただしその妥当性の検証は、実際に研究を進める中で

しか行いえないだろうo

　こうして言説構成論によるガバナンス研究と統合・政体研究の結びつけは、完全には突き詰めきれない多く

の課題を抱之てい乱けれども・その射程の広さは強調しておくべきだろ㌔欧州の一経験を越えて・地域主
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義研究一般へ拡張していくことも可能なのである。近隣国家間の地域主義事業は、個別間題領域でガパナンス

を形成していくことを意味する。それゆえある特定のガバナンス領域で支配的になっていく規範言説と政策言

説が、たとえ将来的にでも、どういった統合および政体のありようを含意しているかという問いかけは、欧州

の■経験に閉じた研究課題ではあるまい。欧州統合とEL政体の形成を、欧州の特殊な経験とせず、比較地域

主義研究に貢献できる理論および概念枠組みを探求していくことが、可能なのであ乱たとえば、個別問題領

域のガバナンスをつなぐ地域共同体の基本原則がどう具体化されようとしているか、またその基本原則と個々

の行動計画の内実についての言説の中に、地域一体性が構成されようとしていないかといった検討課題があ乱

それは地域共同体の「かたち」が、個々の領域でのガバナンスの形成を通じて、どのように共同で表象されよ

うとしているのかを把握していくという研究主題でもあ乱

　ASEANを例に取ってみよう。2004年のヴイエンチャン行動計画には、すでにEUなみの広範な行動領域が措

定されてい糺ただ、各国に指示される行動は、やわらかい規範秩序（o岬加ρo伽卯刮）を土台とする。国内

実行を法の義務としない、いわゆるASlヨAN方式の帰結である。しかし、分野ごとに構成されてきた政策と規

範の言説は、それぞれにASEANの地域一体性言説の構築に寄与しているのであ乱それにともない、組織法

上は政府問主義の域を越えずとも、実体法上の規範の共有意識に関しては（たとえどれほどソフトな義務だと

しても）、向上しているように見える。こうした分野ごとの政策・規範言説が、をれぞれにどういったASEAN

共同体物語の構築を含意しているか、これを調べていくのである。その際、国民国家形成史における国民一体

化言説の構築過程とは異なる点があることに、注意していく必要があろう（Cf．Neum且㎜2003）；N巳ummnは

類似性を指摘するが、’むしろ差異に注視することが求められるように思われ乱これは、一国の覇権に拠らな

い地域主義における政治権力のあり方への問題意識でもある。

　ただし、あくまで言説上提示されるだけの共同行動計画に盛られる物語と、日常生活世界の実態の乖離にも

また、まなざしを注ぎ続けなければいけない。地域主義制度群に対する日常生活世界の感覚的一体性が希薄な

ものにとどまる可能性、これに注視していく必要である。言説構成論の立場に立って、欧州の経験を比較地域

主義の研究に拡張していくという研究方向は、実際のところ、不在の理念を提示する統合言説と、日常生活世

界の実感との間の、埋めようのない断絶を明らかにしていく作業なのかも・しれない。
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